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一 

国
際
結
婚
の
難
し
さ

一
般
に
「
国
際
結
婚
」
と
い
え
ば
、
国
籍
の
違
う
二
人
が
結
婚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
が
日
本
人
で
あ
る
場
合
は
、
日
本
国
内
で
日

本
人
と
外
国
人
が
結
婚
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
相
手
方
の
国
で
結
婚
す
る
こ
と
も
、
ど
ち
ら
も
国
籍
を
有
し
な
い
第
三
国
で
結
婚
す
る
こ

と
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
、「
国
際
結
婚
」
と
は
日
本
国
内
で
外
国
人
と
日
本
人
が
結
婚
す
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
す
る
。
も
っ

と
一
般
化
す
れ
ば
、Ａ
国
に
お
い
て
Ａ
国
人
と
Ｂ
国
人
が
結
婚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
限
定
す
る
理
由
は
、結
婚
す
る
に
あ
た
っ

て
、
日
本
国
内
に
い
る
日
本
人
に
は
日
本
法
が
適
用
さ
れ
る
が
、
外
国
に
い
る
日
本
人
に
日
本
法
が
適
用
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
日
本
に

い
て
も
相
手
方
の
外
国
人
に
は
日
本
法
が
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
二
四
条
一
項
は
、「
婚
姻
の
成
立
は
、
各
当
事
者
に
つ
き
、
そ
の
本
国
法
に
よ
る
」
と
定
め
て

い
る
の
で
、
結
婚
を
希
望
す
る
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
本
国
法
に
お
い
て
結
婚
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
法
に
お

い
て
も
、
国
際
結
婚
の
場
合
に
は
、
日
本
人
同
士
の
結
婚
と
比
較
し
て
、
手
続
・
要
件
の
困
難
が
あ
る）1
（

。
例
え
ば
、
日
本
で
結
婚
し
よ
う

と
す
る
外
国
人
は
、「
婚
姻
要
件
具
備
証
明
書
」
を
そ
の
日
本
語
訳
と
と
も
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
外

国
人
が
、
本
国
法
の
定
め
る
結
婚
の
要
件
（
婚
姻
適
齢
や
独
身
で
あ
る
こ
と
な
ど
）
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
要
件
は
日
本
法
と
同
じ
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

婚
約
者
の
本
国
法
が
、
日
本
法
に
は
な
い
制
限
を
課
し
て
い
た
場
合
、
例
え
ば
、
外
国
人
と
の
結
婚
を
禁
止
し
て
い
る
と
か
、
異
教
徒

と
の
結
婚
や
異
な
る
人
種
間
の
結
婚
を
禁
止
し
て
い
た
場
合
、
あ
る
い
は
離
婚
を
認
め
ず
、
再
婚
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
は
ど
う
な
る

の
か
。
本
国
の
機
関
が
、
結
婚
予
定
の
外
国
人
に
対
し
て
「
婚
姻
要
件
具
備
証
明
書
」
を
発
行
し
て
く
れ
な
い
と
き
は
、
結
婚
を
あ
き
ら
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（
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め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
国
憲
法
が
「
婚
姻
の
自
由
」
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
自
体
に
争
い
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら）2
（

、

法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
二
四
条
一
項
は
違
憲
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
外
国
法
が
違
憲
な
の
か
。
そ
の
場
合
、
外
国
法
に
対
し
て

日
本
の
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
は
及
ぶ
の
か
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
の
問
題
が
争
わ
れ
た
と
き
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
よ
る
外
国
法
の
適
用
を
違
憲
と
判
断
し

た
。
こ
れ
は
、「
ス
ペ
イ
ン
人
事
件
裁
判
（Spanierentscheidung

）」
と
か
、「
ス
ペ
イ
ン
人
事
件
決
定
（Spanier-Beschluß

）」
と
呼
ば

れ
る
一
九
七
一
年
三
月
四
日
の
決
定）3
（

で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
決
定
を
紹
介
・
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
決
定

は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
国
際
私
法）4
（

や
家
族
法）5
（

の
領
域
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
憲
法
学
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
の
「
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
」
シ
リ
ー
ズ）6
（

に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い）（
（

。
こ
の
決
定
を
分

析
す
る
こ
と
で
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
「
国
際
結
婚
の
自
由
」
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
た
い
と
思
う
。

二 

ス
ペ
イ
ン
人
事
件
1

─
事
実
の
概
要

ド
イ
ツ
で
暮
ら
す
ス
ペ
イ
ン
人
男
性
と
ド
イ
ツ
人
女
性
が
結
婚
を
希
望
し
た
。
男
性
は
初
婚
、女
性
は
再
婚
で
あ
る
。
女
性
の
前
婚
は
、

ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
正
式
に
（
既
判
力
を
も
っ
て
）
解
消
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
法
は

─
い
っ
た
ん

結
婚
し
た
な
ら
生
涯
添
い
遂
げ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ

─
離
婚
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。外
国
の
裁
判
に
よ
っ
て
離
婚
が
認
め
ら
れ
て
も
、

ス
ペ
イ
ン
法
で
は
公
序
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
無
効
と
さ
れ
る
の
で
、
女
性
は
ま
だ
婚
姻
（
前
婚
）
が
継
続
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ

れ
る
。
こ
こ
で
再
婚
を
認
め
れ
ば
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
重
婚
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ド
イ
ツ
で
も
ス
ペ
イ
ン
で
も
重
婚
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
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で
、
ス
ペ
イ
ン
の
行
政
庁
は
ス
ペ
イ
ン
人
男
性
に
対
し
て
婚
姻
能
力
証
明
書
を
発
行
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ス
ペ
イ
ン
人
男
性
は
、
ド

イ
ツ
に
お
い
て
、
婚
姻
能
力
証
明
書
の
提
出
を
免
除
す
る
よ
う
申
請
し
た
が
、
ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
長
（Präsident

）
は
、
こ
の
申
請

を
却
下
し
た）（
（

。
ス
ペ
イ
ン
人
男
性
は
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
後
述
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
従
い
、

こ
の
所
長
の
却
下
決
定
を
正
当
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

そ
こ
で
、
ス
ペ
イ
ン
人
男
性
と
ド
イ
ツ
人
女
性
は
共
同
で
、
ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
の
決
定
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
異

議
を
申
し
立
て
た）（
（

。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
の
一
九
六
八
年
九
月
三
日
の
決
定
は
、
異
議
申
立
人
ら
の
基
本
法

六
条
一
項
の
基
本
権
を
侵
害
し
て
い
る
」
と
し
て
、
同
決
定
を
破
棄
し
、
事
件
を
ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
（
主
文
1
）。

三 

ス
ペ
イ
ン
人
事
件
2

─
決
定
理
由
の
検
討

1　

基
本
権
の
保
護
領
域

現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、あ
る
国
家
行
為
が
基
本
権
侵
害
か
否
か
を
判
断
す
る
枠
組
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
「
三
段
階
審
査
」

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
あ
る
国
家
行
為
の
基
本
権
適
合
性
は
、
①
〔
保
護
領
域
〕
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
行
為
ま
た

は
状
態
は
、
基
本
権
の
保
護
領
域
に
属
し
て
い
る
か
、
②
〔
介
入
〕
問
題
と
さ
れ
て
い
る
国
家
行
為
は
基
本
権
の
保
護
領
域
に
介
入
し
て

い
る
か
、
③
〔
憲
法
上
の
正
当
化
〕
そ
の
介
入
は
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
か
、
と
い
う
三
段
階
の
判
断
で
結
論
が
導
か
れ
る）（1
（

。
本
決
定
は
、

五
〇
年
ほ
ど
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
三
段
階
審
査
の
順
序
に
従
っ
て
審
査
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
最
初
の
問
題
は
、
そ
も
そ
も
国
際
結
婚
の
自
由
が
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
か
、
で
あ
る
。
基
本
法
六
条
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一
四
七

一
項
は
、「
婚
姻
及
び
家
族
は
、
国
家
秩
序
の
特
別
の
保
護
を
受
け
る
」
と
定
め
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
個
人
の
基
本
権
を
保
障

す
る
の
か
、
そ
こ
に
は
結
婚
す
る
自
由
も
含
ま
れ
る
の
か
。
基
本
権
の
保
護
領
域
の
問
題
で
あ
る
。
決
定
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
六
条
一
項
は
、
国
家
の
介
入
か
ら
の
保
護
を
求
め
る
古
典
的
な
基
本
権
で
あ
る

と
と
も
に
、
制
度
保
障
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
婚
姻
法
と
家
族
法
の
全
体
に
つ
い
て
の
価
値
決
定
的
な
原
則
規
範
を
含
ん
で
い
る
。

…
…
こ
の
基
本
権
は
、
自
分
で
選
ん
だ
パ
ー
ト
ナ
ー
と
結
婚
す
る
権
利
ま
た
は
自
由
（
婚
姻
締
結
の
自
由
）
を
本
質
的
な
構
成
要
素
と

し
て
含
む
」（BV

erfGE 31,5（ ［6（

］）。

基
本
法
六
条
一
項
が
、
①
国
家
に
対
す
る
防
御
権
で
あ
り
、
②
制
度
保
障
（Institutsgarantie

）
で
あ
り
、
か
つ
、
③
価
値
決
定
的
な

原
則
規
範
（Grundsatznorm

）
を
含
む
、
と
い
う
の
は
、
一
九
五
七
年
の
夫
婦
合
算
課
税
違
憲
決
定）（（
（

以
来
、
二
〇
〇
二
年
の
生
活
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
合
憲
判
決）（1
（

に
至
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
一
貫
し
た
判
例
で
あ
る）（1
（

。
婚
姻
締
結
の
自
由
が
基
本
権
（
主
観
的
権
利
）
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
制
度
保
障
と
原
則
規
範
は
客
観
的
法
規
範
で
あ
る
。
制
度
保
障
と
は
、
私
法
上
の
制
度
そ
れ
自
体
の
核
心
部
分
を
客
観

的
に
保
護
す
る
も
の
で
、
公
法
上
の
制
度
を
保
障
す
る
制
度
的
保
障
と
区
別
さ
れ
る
。
一
つ
の
規
定
が
基
本
権
と
制
度
（
的
）
保
障
の
二

つ
を
含
む
こ
と
は
、
日
本
国
憲
法
上
も
例
が
あ
る）（1
（

の
で
す
ぐ
理
解
で
き
る
が
、
原
則
規
範
は
、
日
本
の
憲
法
学
で
は
あ
ま
り
な
じ
み
の
な

い
概
念
で
あ
る）（1
（

。
こ
れ
は
、
古
典
的
基
本
権
で
あ
る
自
由
権
（
国
家
の
介
入
に
対
す
る
防
御
権
）
と
は
逆
に
、
国
家
の
積
極
的
な
作
為
義
務

を
要
請
す
る
規
範
で
あ
る
。
立
法
者
は
、
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
法
律
を
制
定
し
、
そ
の
中
で
基
本
法
六
条
一
項
の
価
値
決
定
を
実
現
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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本
決
定
は
、
基
本
法
六
条
一
項
が
保
障
す
る
基
本
権
の
中
に
「
婚
姻
締
結
の
自
由
（Eheschließungsfreiheit

）」
が
含
ま
れ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
当
該
基
本
権
の
権
利
内
容
で
あ
る
か
ら
、
内
容
的
保
護
領
域
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
二
人
の

異
議
申
立
人
の
う
ち
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
人
女
性
に
婚
姻
締
結
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
た
。
続
い
て
、
ド
イ
ツ

人
と
外
国
人
の
国
際
結
婚
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
権
利
の
保
障
は
外
国
人
で
あ
る
異
議
申
立
人
に
及
ぶ
の
か
が
問
題
と

な
る
。
こ
れ
は
人
的
保
護
領
域
の
問
題
で
あ
る）（1
（

。

「
婚
姻
締
結
の
自
由
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
生
じ
る
国
家
に
よ
る
妨
害
に
対
す
る
防
御
権
は
、
基
本
法
一
一
六
条
の
意
味
に
お
け
る

ド
イ
ツ
人
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
外
国
人
お
よ
び
無
国
籍
者
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
。
他
の
基
本
権
規
定
の
中
に
は
〔
保
障
が
〕

ド
イ
ツ
人
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
基
本
法
六
条
一
項
は
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
人
へ
の
〔
保
障
の
〕

限
定
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て
、
人
格
的
な
生
活
形
成
と
い
う
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
重
要
な
領
域
に
か
か
わ
る

基
本
権
で
あ
る
」（BV

erfGE 31,5（ ［6（

］）。

基
本
法
の
定
め
る
基
本
権
に
は
、
ド
イ
ツ
人
だ
け
に
保
障
さ
れ
る
権
利
（D

eutschenrechte

）
と
、
国
籍
の
如
何
に
（
ド
イ
ツ
国
籍
の
有

無
に
）
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
に
保
障
さ
れ
る
権
利
（Jederm

annsrechte

）
が
あ
る
。
基
本
法
八
条
（
集
会
の
自
由
）、
九
条
（
結
社

の
自
由
）、
一
一
条
（
移
転
の
自
由
）、
一
二
条
（
職
業
選
択
の
自
由
）
な
ど
は
前
者
の
基
本
権
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
基
本
法
六
条
一
項

の
権
利
は
後
者
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
国
人
で
あ
る
異
議
申
立
人
（
ス
ペ
イ
ン
人
男
性
）
に
も
婚
姻
締
結
の
自
由
が
保
障

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
異
議
申
立
人
は
二
人
と
も
に
婚
姻
締
結
の
自
由
を
有
す
る
の
で
、
自
分
自
身
の
権
利
と
し
て
国
際
結
婚



一
四
九

国
際
結
婚
の
自
由
（
工
藤
）

の
自
由
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

2　

介
入
と
正
当
化

一　

三
段
階
審
査
に
よ
れ
ば
、
基
本
権
侵
害
が
あ
る
か
ど
う
か
の
審
査
は
、
保
護
領
域
、
介
入
、
憲
法
上
の
正
当
化
の
三
段
階
を
経
る

の
だ
か
ら
、
保
護
領
域
の
次
の
問
題
は
国
家
に
よ
る
介
入
の
有
無
で
あ
る
。

「
婚
姻
法
一
〇
条
は
、
外
国
人
が
婚
姻
を
締
結
す
る
際
に
、
婚
姻
能
力
証
明
書
の
提
出
か
、
あ
る
い
は
こ
の
提
出
義
務
の
正
式
の

免
除
を
要
求
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
免
除
を
異
議
申
立
人
〔
ス
ペ
イ
ン
人
男
性
〕
に
対
し
て
拒
絶
す
る
こ
と
は
、
彼
と
異
議
申

立
人
〔
ド
イ
ツ
人
女
性
〕
の
婚
姻
締
結
の
自
由
の
基
本
権
に
介
入
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
介
入
が
、
基
本
法
六
条

一
項
と
一
致
し
た
法
律
規
定
と
そ
の
憲
法
適
合
的
な
適
用
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
が
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（BV

erfGE 31,5（ ［6（

］）。

基
本
権
の
保
護
領
域
へ
の
「
介
入
」
と
は
、
公
権
力
が
基
本
権
の
保
護
領
域
に
属
す
る
行
為
を
不
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
由
な

活
動
の
強
制
的
な
制
限
・
禁
止
が
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
異
議
申
立
人
が
婚
姻
能
力
証
明
書
の
提
出
義
務
の
免
除
を
要
求
し
た
の

に
対
し
て
、
そ
の
要
求
を
拒
絶
し
た
こ
と
が
介
入
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
論
法
を
一
般
化
す
れ
ば
、
給
付
請
求

権
の
場
合
に
も
「
介
入
」
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
三
段
階
審
査
を
使
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
決
定
が
そ
こ
ま
で
の

意
味
を
含
む
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。



一
五
〇

二　

保
護
領
域
へ
の
介
入
が
肯
定
さ
れ
る
と
、
次
の
問
題
は
こ
の
介
入
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
介
入
が
ど
こ
ま
で

許
さ
れ
る
か
は
、
そ
の
権
利
の
性
質
に
よ
っ
て
異
な
る
。
婚
姻
締
結
の
自
由
は
、
ど
の
よ
う
な
性
質
の
権
利
な
の
か
。

「〔
①
〕
基
本
法
六
条
一
項
に
基
づ
く
婚
姻
締
結
の
自
由
つ
い
て
は
、
基
本
法
二
条
一
項
が
〔
一
般
的
〕
行
為
自
由
に
つ
い
て
規
定

し
た
よ
う
な
一
般
的
制
約
は
妥
当
し
な
い
。〔
②
〕
婚
姻
締
結
の
自
由
は
「
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
の
み
行
使
で
き
る
と
の
見

解
は
、
少
な
く
と
も
誤
解
で
あ
る
。
基
本
法
六
条
一
項
の
効
力
範
囲
は
、
婚
姻
制
度
を
形
成
す
る
婚
姻
法
・
家
族
法
の
諸
規
範
に
尽

き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
規
定
が
国
家
に
対
し
て
向
け
た
包
括
的
な
保
護
命
令
は
、
法
律
の
留
保
に
よ
っ
て
も
そ
の
他
の
方
法
に

よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
な
い
。〔
③
〕
そ
れ
ゆ
え
、
通
常
法
の
婚
姻
法
規
範
を
基
本
法
六
条
一
項
に
照
ら
し
て
審
査
す
る
際
に
、
こ
の

基
本
権
が
基
本
法
一
九
条
二
項
の
意
味
に
お
け
る
本
質
内
容
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
否
か
だ
け
に
照
準
を
合
わ
せ
る
の
も
、

不
適
切
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
基
本
法
一
九
条
二
項
の
本
質
内
容
保
障
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
ぎ
り
ぎ
り
の
限
界
は
、
立
法
者
が
基

本
権
の
制
約
に
つ
い
て
授
権
さ
れ
て
い
る
場
合
に
関
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」（BV

erfGE 31,5（ ［6（ f.

］）

基
本
法
二
条
一
項
は
、「
何
人
も
、
他
人
の
権
利
を
侵
害
せ
ず
、
か
つ
、
憲
法
的
秩
序
又
は
道
徳
律
に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、

自
己
の
人
格
を
自
由
に
発
展
さ
せ
る
権
利
を
有
す
る
」
と
定
め
る
。
自
己
の
人
格
を
自
由
に
発
展
さ
せ
る
権
利
と
は
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る

行
為
を
包
括
し
た
「
一
般
的
行
為
自
由
（A

llgem
eine H

andlungsfreiheit
）」
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
一
九
五
七
年
の
エ
ル
フ
ェ
ス
判
決）（1
（

以
来
の
確
立
し
た
判
例
で
あ
り
、
通
説
で
あ
る
。
こ
の
権
利
に
は
、
他
人
の
権
利
・
憲
法
的
秩
序
・
道
徳
律
と
い
う
三
重
の
制
限

（Schrankentrias

）
が
課
さ
れ
て
い
る
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
的
秩
序
と
は
形
式
的
か
つ
実
質
的
に
憲
法
と
一
致
す
る
す
べ
て



一
五
一

国
際
結
婚
の
自
由
（
工
藤
）

の
法
規
範
を
意
味
す
る
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
三
重
の
制
約
は
、「
法
律
の
留
保
」
と
同
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
重

の
制
約
は
、
一
般
的
行
為
自
由
の
制
約
根
拠
に
と
ど
ま
り
、
他
の
規
定
で
保
障
さ
れ
る
個
別
的
基
本
権
の
制
約
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
①

は
、
基
本
法
二
条
一
項
の
一
般
的
行
為
自
由
の
三
重
の
制
約
は
、
基
本
法
六
条
一
項
の
婚
姻
締
結
の
自
由
に
は
妥
当
し
な
い
こ
と
を
述
べ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
憲
法
一
三
条
の
公
共
の
福
祉
を
す
べ
て
の
基
本
権
の
制
約
根
拠
と
と
ら
え
る
日
本
の
判
例
・
通
説
と
の
違
い

は
明
瞭
で
あ
る）（1
（

。

個
別
的
基
本
権
に
二
条
一
項
の
制
約
は
及
ば
な
い
が
、
基
本
法
の
定
め
る
基
本
権
に
は
、
法
律
の
留
保
の
な
い
基
本
権
と
法
律
の
留
保

の
付
い
た
基
本
権
が
あ
る）（1
（

。
後
者
は
、「
法
律
に
よ
り
、
ま
た
は
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
」
制
限
さ
れ
う
る
権
利
で
あ
り
、
屋
外
集
会

の
自
由
（
八
条
二
項
）
や
職
業
遂
行
の
自
由
（
一
二
条
一
項
）
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
婚
姻
の
自
由
に
法
律
の
留
保
が
付
い
て
い
れ
ば
、

ド
イ
ツ
の
抵
触
規
定
と
そ
こ
で
援
用
さ
れ
た
外
国
法
と
い
う
「
法
律
の
範
囲
内
」
で
保
障
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、

法
律
の
留
保
が
付
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
明
治
憲
法
の
臣
民
の
権
利
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
る
の
と
は
異
な
り
、
法
律
に
よ
れ
ば
い
か

な
る
制
限
も
可
能
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。「
い
か
な
る
場
合
で
も
、
基
本
権
は
そ
の
本
質
内
容
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」

（
基
本
法
一
九
条
二
項
）
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
質
内
容
の
保
障
は
、
そ
れ
以
上
制
限
さ
れ
た
ら
権
利
が
否
定
さ
れ
た
に
等
し
い

ぎ
り
ぎ
り
の
限
界
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。
②
と
③
は
、
婚
姻
締
結
の
自
由
は
法
律
の
留
保
の
付
い
た
基
本
権
で
は
な
く
、
し
た
が
っ

て
、
本
質
内
容
の
保
障
と
い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
限
界
を
超
え
な
い
限
り
ど
ん
な
大
幅
な
制
限
も
可
能
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
述
べ
た

の
で
あ
る
。

三　

婚
姻
締
結
の
自
由
は
、
法
律
の
留
保
の
な
い
基
本
権
で
あ
る
が
、
婚
姻
と
い
う
法
制
度
を
前
提
と
す
る
。
法
制
度
の
形
成
に
は
広

い
立
法
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
決
定
は
、
婚
姻
へ
の
法
律
に
よ
る
介
入
は
許
さ
れ
な
い
が
、
法
律
に
よ
る
婚
姻
の
定
義



一
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は
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
定
義
す
る
法
律
も
憲
法
に
照
ら
し
て
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る）11
（

。
決
定
は
こ
う
述
べ

る
。

「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
婚
姻
締
結
の
自
由
は
、
婚
姻
締
結
の
形
式
と
そ
の
実
質
的
要
件
を
規
律
す
る
法
律
を
許
容
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
ま
さ
に
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
基
本
権
が
制
度
保
障
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
制
度
保
障
は

必
然
的
に
あ
る
法
秩
序
を
要
請
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
基
本
法
六
条
一
項
の
価
値
決
定
の
実
現
は
、
男
性
と
女
性
の
生
活

共
同
体
で
婚
姻
と
し
て
憲
法
の
保
護
を
受
け
る
も
の
を
定
義
し
、範
囲
を
画
定
す
る
家
族
法
の
一
般
規
定
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
婚
姻
制
度
を
規
定
す
る
本
質
的
な
構
造
原
理
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
構
成
原
理
は
、
基
本
法

六
条
一
項
が
、
既
存
の
伝
統
的
な
生
活
形
式
を
、
保
障
さ
れ
た
基
本
権
の
自
由
〔
権
と
し
て
の
〕
性
格
と
他
の
憲
法
規
範
と
の
結
合

に
お
い
て
継
受
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
と
な
る

─
例
え
ば
、
一
夫
一
婦
制
で
あ
る
。
た
と
え
伝
統
的
な
民
法
が
こ
れ
ら
の
構

造
原
理
と
広
く
一
致
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
逆
に
、
制
度
保
障
の
内
容
そ
の
も
の
が
通
常
法
か
ら
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
っ
て

良
い
わ
け
で
は
な
い
。
通
常
法
は
決
し
て
憲
法
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
基
本
法
六
条
一
項
は
そ
れ
自
体
が
基
本

原
理
を
含
む
上
位
の
指
導
的
規
範
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
民
法
の
個
々
の
規
定
が
基
本
法
六
条
一
項
に
照
ら
し
て
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
際
、
立
法
者
は
相
当
広
い
形
成
の
余
地
を
有
す
る
。
例
え
ば
、
婚
姻
締
結
の
形
式
、
婚
姻
適
齢
、

離
婚
の
要
件
を
規
律
す
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
、
婚
姻
締
結
の
実
質
的
ま
た
は
形
式
的
要
件
が
あ
ま
り
に
厳
格

ま
た
は
あ
ま
り
に
些
末
で
、
婚
姻
締
結
の
自
由
ま
た
は
憲
法
自
体
か
ら
生
じ
る
婚
姻
の
そ
の
他
の
構
造
原
理
と
一
致
し
な
い
こ
と
も

あ
り
う
る
。
同
様
に
、
個
別
事
件
に
お
け
る
法
律
規
定
の
適
用
が
、
そ
れ
に
違
反
し
、
あ
る
い
は
、
比
例
原
則
の
よ
う
な
一
般
的
憲



一
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国
際
結
婚
の
自
由
（
工
藤
）

法
原
理
を
侵
害
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
」（BV

erfGE 31,5（ ［6（ f.

］）。

人
と
人
の
様
々
な
結
び
つ
き
の
中
か
ら
何
が
「
婚
姻
」
と
し
て
保
護
さ
れ
る
の
か
は
、法
律
で
定
義
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

立
法
者
は
全
く
自
由
に
婚
姻
を
定
義
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
制
度
保
障
は
、
一
夫
一
婦
制
の
よ
う
な
、
歴
史
的
・
伝
統
的
に
形
成
さ
れ

た
既
存
の
制
度
を
保
障
す
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
無
視
し
た
法
律
の
規
律
は
、
婚
姻
の
自
由
へ
の
介
入
に
な
る
。
ま
た
、
法
律
の
規
定

自
体
は
合
憲
で
も
、
そ
の
適
用
が
（
比
例
原
則
に
違
反
し
て
）
違
憲
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。

3　

外
国
法
の
違
憲
審
査

一　

本
件
で
問
題
な
の
は
、
婚
姻
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
法
で
は
な
く
ス
ペ
イ
ン
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ス

ペ
イ
ン
法
は
離
婚
を
認
め
な
い
。
外
国
で
離
婚
し
た
場
合
も
公
序
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
無
効
と
す
る
の
で
、
異
議
申
立
人
（
ド
イ
ツ

人
女
性
）
は
重
婚
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
法
で
は
離
婚
は
成
立
し
て
お
り
、
こ
の
女
性
は
婚
姻
締
結
の
自
由
を

回
復
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
外
国
法
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
権
は
及
ぶ
の
か
。
本
決
定
は
、
婚
姻
締
結
の
自
由
に
対
す
る
介
入

が
ド
イ
ツ
の
抵
触
規
定
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
外
国
法
の
適
用
に
基
づ
く
か
ら
と
い
っ
て
、
憲
法
上
の
審
査
を
排
除
す
る
理
由
に
は
な
ら

な
い
と
す
る
。
本
決
定
が
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
の
は
、
こ
こ
に
理
由
が
あ
る
。
こ
の
決
定
が
下
さ
れ
る
ま
で
有
力
だ
っ
た
の
は
、
連
邦

通
常
裁
判
所
の
見
解
で
あ
る
。
本
決
定
は
そ
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。

連
邦
通
常
裁
判
所
の
見
解
に
よ
る
と
、「
国
際
私
法
の
領
域
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
憲
法
の
影
響
は
、
大
き
く
縮
小
さ
れ
て
問
題
に
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な
る
に
過
ぎ
な
い
。〔
①
〕
確
か
に
、
ド
イ
ツ
の
抵
触
規
定
そ
れ
自
体
は
、
基
本
法
、
と
く
に
基
本
権
と
の
一
致
が
審
査
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
こ
の
審
査
は
、
と
く
に
抵
触
規
定
が
技
術
的
・
価
値
中
立
的
性
格
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
概
括
的
な

も
の
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
恣
意
の
禁
止
や
、
あ
る
い
は
基
本
法
一
九
条
二
項
の
本
質
内
容
の
保
障
の
審
査
だ
け
に
限
ら
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
〔
憲
法
上
の
審
査
は
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
〕。〔
②
〕
そ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
抵
触
規
定
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ

た
外
国
法
の
適
用
の
場
合
に
は
、
基
本
権
の
尊
重
は
原
則
と
し
て
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、「
強
度

の
内
国
的
関
連
性
を
有
す
る
事
実
関
係
の
場
合
で
さ
え
、
ド
イ
ツ
憲
法
を
完
全
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
法
的
行
為
の
効
果
が
基
本

法
の
効
力
範
囲
を
超
え
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
外
国
と
何
ら
か
の
関
連
性
を
有
す
る
事
実
関
係
の
場
合
に
は
、
憲
法
の
諸
原
則
は
、

人
権
も
含
め
て
、
外
国
法
に
反
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」。
そ
の
後
の
判
決
で
こ
の
見
解
を
若
干
修
正
し
、
民
法
典
施
行

法
三
〇
条
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
憲
法
上
の
審
査
を
認
め
た
。
私
法
上
の
法
律
関
係
に
は
ド
イ
ツ
私
法
が
適
用
さ
れ
る
前
提
な
の

で
、「
憲
法
の
人
的
効
力
範
囲（Reichw

eite
）と
空
間
的
効
力
範
囲
は
抵
触
規
定
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
が
画
定
さ
れ
る
」。
つ
ま
り
、「
国

際
私
法
の
領
域
で
基
本
権
が
効
力
を
発
揮
す
る
の
は
、
民
法
典
施
行
法
三
〇
条
を
含
む
ド
イ
ツ
の
抵
触
規
定
が
そ
の
可
能
性
を
開
い

た
場
合
に
限
ら
れ
る
」
と
い
う
の
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
基
本
的
見
解
で
あ
る
（BV

erfGE 31,5（ ［（1 f.

］）。

こ
こ
で
問
題
は
二
段
階
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
ド
イ
ツ
の
抵
触
規
定
の
合
憲
性
で
あ
り
〔
①
〕、
第
二
は
、
ド
イ
ツ
の
抵
触

規
定
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
外
国
法
の
適
用
の
合
憲
性
で
あ
る
〔
②
〕。
ド
イ
ツ
の
抵
触
規
定
は
ド
イ
ツ
の
国
内
法
で
あ
り
、
憲
法
（
基

本
法
）
よ
り
も
下
位
の
法
律
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
〔
①
〕。
そ
れ
に
対
し
て
、
外
国
法
の
適
用
に
対
し
て

憲
法
の
効
力
は
及
ば
な
い
、
ド
イ
ツ
公
序
が
例
外
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
と
さ
れ
る
〔
②
〕。
本
決
定
が
下
さ
れ
る
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ま
で
は
、
こ
れ
が
通
説
で
あ
っ
た
。

確
か
に
、
外
国
に
お
い
て
通
用
し
て
い
る
外
国
法
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
権
は
及
ば
な
い
。
基
本
法
の
効
力
は
ド
イ
ツ
国
内
に

し
か
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
ド
イ
ツ
国
内
で
通
用
し
て
い
る
外
国
法
で
あ
る
。
も
し
も
、

外
国
と
関
連
の
あ
る
事
実
関
係
に
は
憲
法
の
効
力
が
一
切
及
ば
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
国
内
に
滞
在
し
て
い
る
外
国
人
に
国
内
法
を
適
用
で

き
る
理
由
が
な
い
。
外
国
人
も
滞
在
国
の
法
秩
序
に
服
す
る
の
が
領
土
高
権
の
意
味
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
外
国
人
に
も
憲
法
上
の
権
利

（
基
本
権
）
が
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
国
法
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
国
内
の
裁
判
所
が
違
憲
の
法
律
を
適
用
す
べ
き

義
務
を
負
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

も
し
こ
こ
で
、
抵
触
規
定
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
外
国
法
は
外
国
法
の
ま
ま
で
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
内
法
た
る
憲
法
は
外

国
法
に
対
し
て
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
国
内
法
で
あ
る
ド
イ
ツ
公
序
の
適
用
も
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
外
国
法
に

対
し
て
公
序
の
適
用
を
認
め
な
が
ら
、
基
本
権
の
適
用
を
認
め
な
い
の
は
矛
盾
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
憲
法
は
公
法
で
あ
り
、
私
法
関
係
は
私
法
の
領
分
で
あ
る
、
公
法
で
あ
る
憲
法
の
効
力
は
私
法
関
係
に
は
及
ば
な
い
、
と

い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
私
法
が
特
別
に
憲
法
の
適
用
を
認
め
た
場
合
だ
け
憲
法
は
私
法
関
係
で
効
力
を
も
ち
う
る

の
で
、
結
局
こ
の
場
合
も
、
下
位
法
で
あ
る
法
律
が
憲
法
の
効
力
範
囲
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
（
の

ち
に
見
る
リ
ュ
ー
ト
判
決
以
来
）、
私
法
関
係
は
憲
法
の
効
力
の
及
ば
な
い
憲
法
か
ら
自
由
な
領
域
で
は
な
く
な
っ
た）1（
（

。
も
し
も
憲
法
よ
り

も
下
位
の
法
律
で
憲
法
の
適
用
範
囲
を
広
げ
た
り
狭
め
た
り
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
先
に
法
律
の
留
保
の
付
い
た
基

本
権
で
見
た
よ
う
な
、
憲
法
自
体
が
そ
れ
を
認
め
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
本
決
定
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
退
け
た
。
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「
こ
の
見
解
は
、
憲
法
の
優
位
に
も
、
基
本
権
の
中
心
的
意
義
に
も
適
合
し
な
い
。
国
際
私
法
に
お
い
て
も
、
基
本
法
一
条
三
項

の
指
導
的
規
範
か
ら
出
発
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
範
は
基
本
法
の
効
力
範
囲
に
お
い
て
す
べ
て
の
国
家
権
力
を
直
接
的
効

力
を
も
っ
て
基
本
権
に
拘
束
す
る
。
…
…
ド
イ
ツ
国
際
私
法
は
、
国
内
法
か
つ
国
家
法
と
し
て
、
基
本
権
に
照
ら
し
て
全
面
的
に
審

査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
た
だ
し
、
審
査
さ
れ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
立
法
者
に
よ
る
連
結
点
の
選
択
が
基
本
法
に
一
致
し
て
い

る
か
否
か
に
限
ら
れ
る
。
個
別
の
事
案
で
適
用
さ
れ
る
外
国
法
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
、
あ
ら
か
じ
め
見
通
す
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
抵
触
規
定
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
外
国
法
を
適
用
し
た
結
果
が
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
か

ら
、「
暗
闇
の
中
に
飛
び
込
む
」
に
等
し
い
。
そ
の
と
き
に
、
憲
法
上
の
審
査
を
中
止
し
、
基
本
権
を
保
護
し
な
い
の
は
不
当
で
あ

る
。「
基
本
権
は
憲
法
の
不
可
分
の
部
分
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
基
本
法
に
お
け
る
国
家
生
活
の
自
由
で
民
主
的
な
秩
序
の
本

来
的
な
核
心
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
射
程
は
、
通
常
法
が
特
定
の
分
野
を
ど
の
よ
う
に
規
律
し
て
い
る
か
と
は
無
関
係

に
、
む
し
ろ
、
憲
法
規
範
そ
れ
自
体
か
ら
直
接
に
解
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
と
異
な
る
見
解
は
、
国
際
私
法
の
特
殊
性
を

も
っ
て
し
て
も
正
当
化
さ
れ
え
な
い
」。
連
邦
通
常
裁
判
所
の
基
本
的
理
解
で
は
、
立
法
者
が
「
基
本
権
か
ら
自
由
な
」
空
間
を
創

り
出
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
民
法
典
施
行
法
三
〇
条
を
援
用
し
て
も
、
こ
の
点
は
何
も
変
わ
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ

の
規
定
が
、
国
際
私
法
の
中
へ
基
本
権
が
『
進
入
す
る
入
り
口
（Einfallstor

）』
と
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
基
本
権
の
適
用
範

囲
を
狭
く
限
定
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
法
律
の
規
定
が
、
憲
法
規
範
の
ラ
ン
ク
と
射
程
を
決
定
す
る

結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（BV

erfGE 31,5（ ［（2 ff.
］）。

「
こ
の
支
配
的
見
解
は
、
外
国
の
立
法
者
は
そ
の
国
の
憲
法
だ
け
に
拘
束
さ
れ
、
そ
し
て
通
説
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
抵
触
規
定

に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
外
国
法
は
、
内
国
に
お
け
る
適
用
に
よ
っ
て
外
国
法
と
し
て
の
そ
の
性
質
を
失
う
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う



一
五
七

国
際
結
婚
の
自
由
（
工
藤
）

こ
と
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
な
い
。
た
と
え
こ
の
見
解
か
ら
出
発
し
て
も
、
ド
イ
ツ
の
行
政
庁
と
裁
判
所
に
よ
る
法
適
用
の
際
に

問
題
な
の
は
、
ド
イ
ツ
の
国
家
権
力
の
行
使
で
あ
り
、
こ
の
権
力
は
基
本
法
一
条
三
項
と
二
〇
条
三
項
の
命
令
に
服
し
て
い
る
の
で

あ
る
」（BV

erfGE 31,5（ ［（4

］）。

基
本
法
一
条
三
項
は
、「
以
下
の
基
本
権
は
、
直
接
に
適
用
さ
れ
る
法
と
し
て
、
立
法
、
執
行
権
及
び
裁
判
を
拘
束
す
る
」
と
定
め
る
。

こ
の
規
定
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
公
権
力
は
、
ド
イ
ツ
の
公
権
力
で
あ
っ
て
、
外
国
の
公
権
力
で
は
な
い）11
（

。
し
か
し
、
こ
こ
で
外
国
法
を

適
用
す
る
の
は
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
で
あ
る
。「
立
法
は
憲
法
的
秩
序
に
、
執
行
権
及
び
裁
判
は
法
律
及
び
法
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
」（
基
本

法
二
〇
条
三
項
）
か
ら
、
裁
判
所
は
法
律
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
法
律
は
憲
法
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
、
裁
判
所
は
合
憲
の
法
律
に
の
み
従
う
の
で
、
違
憲
の
法
律
に
従
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
国
家
権
力
は
基
本
権
適

合
的
に
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
基
本
法
一
条
三
項
の
意
味
で
あ
る
。

二　

し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
基
本
法
は
国
際
社
会
に
対
し
て
開
か
れ
た
憲
法
で
あ
る
。
外
国
法
に
対
す
る
違
憲
審
査
は
、
外
国
法
の
尊
重

と
い
う
基
本
法
の
基
本
的
立
場
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。

「
援
用
さ
れ
た
外
国
法
の
適
用
に
つ
い
て
も
基
本
法
の
妥
当
要
求
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
基
本
法
の
効
力
範
囲
を
外
国
に
ま
で
不

当
に
拡
張
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
価
値
観
を
外
国
に
押
し
付
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な

い
。
外
国
法
は
、
そ
の
国
の
憲
法
や
、
そ
の
国
の
効
力
範
囲
の
諸
事
情
（Gegebenheiten

）
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
基
本
法
と
の
一

致
が
一
般
的
に
審
査
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
の
国
家
権
力
の
国
内
法
的
行
為
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
強
度
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の
国
内
的
関
連
性
を
有
す
る
事
実
関
係
に
関
連
し
て
、
基
本
権
侵
害
に
な
る
か
否
か
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

外
国
法
の
適
用
が
基
本
権
規
範
に
当
た
っ
て
『
砕
け
る
』
と
し
て
も
、
外
国
法
の
規
定
に
対
す
る
一
般
的
評
価
が
な
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
外
国
法
の
規
定
は
、
ド
イ
ツ
の
公
権
力
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
国
に
お
い
て
は

是
認
さ
れ
、
ま
た
は
有
意
義
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
具
体
的
適
用
が
、
一
定
の
点
で
ド
イ
ツ
の
憲
法
秩
序
と
調

和
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」。
…
…
こ
の
よ
う
な
前
提
の
下
で
の
基
本
権
の
適
用
は
、
国
際
法
の
一
般

原
則
（
基
本
法
二
五
条
）
に
も
、
超
国
家
的
共
同
体
へ
の
拘
束
（
基
本
法
二
四
条
）
に
も
違
反
し
な
い
（BV

erfGE 31,5（ ［（4 ff.

］）。

ド
イ
ツ
国
内
で
適
用
さ
れ
る
外
国
法
の
違
憲
審
査
を
認
め
て
も
、
外
国
で
通
用
し
て
い
る
外
国
法
の
効
力
に
影
響
は
な
い
か
ら
、
ド
イ

ツ
法
を
外
国
に
押
し
付
け
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
外
国
法
の
規
定
そ
れ
自
体
が
一
般
的
に
違
憲
無
効
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

ド
イ
ツ
国
内
に
お
け
る
そ
の
具
体
的
適
用
が
違
憲
無
効
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
憲
法
学
の
用
語
を
使
え
ば
、
法

令
違
憲
で
は
な
く
、
適
用
違
憲
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
外
国
法
の
国
内
適
用
を
違
憲
無
効
と
し
て
も
、
外
国
法
の
尊
重
と
矛
盾
す
る
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

三　

本
決
定
は
、
こ
う
し
て
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
や
通
説
を
退
け
た
後
で
、
外
国
と
の
関
連
性
を
有
す
る
事
実
関
係
に
対
し
て
、

基
本
権
の
抑
制
的
な
適
用
を
説
く
。
基
本
権
は
、
外
国
と
関
連
す
る
事
実
関
係
に
お
い
て
は
、
純
然
た
る
国
内
の
事
実
関
係
に
お
い
て
と

全
く
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
す
る
。

「
あ
る
基
本
権
は
、
そ
の
本
質
に
従
え
ば
、
憲
法
の
効
力
範
囲
に
お
け
る
生
活
秩
序
と
の
一
定
の
関
連
性
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
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あ
り
う
る
の
で
、
完
全
ま
た
は
主
と
し
て
外
国
と
関
連
す
る
事
実
関
係
に
お
い
て
〔
基
本
権
を
〕
無
制
限
に
貫
徹
す
る
こ
と
は
、
基

本
権
保
護
の
意
味
を
誤
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ど
の
程
度
そ
う
な
の
か
、
一
般
的
に
は
決
め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
当
該
憲
法
規
範
は
、

そ
の
文
言
、
意
味
お
よ
び
目
的
に
よ
れ
ば
、
連
邦
共
和
国
内
の
公
権
力
の
考
え
得
る
す
べ
て
の
適
用
に
つ
い
て
妥
当
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
強
度
の
外
国
と
の
関
連
性
を
有
す
る
事
実
関
係
の
場
合
に
は
、
何
ら
か
の
区
別
を
許
容

し
、
あ
る
い
は
要
請
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
憲
法
規
範
の
解
釈
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
確
認
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」。

こ
の
よ
う
な
作
業
は
、「
私
法
へ
の
基
本
権
の
照
射
効
（A

usstrahlung

）
が
問
題
と
な
る
限
り
で
は
」、
通
常
の
憲
法
解
釈
と
本
質

的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
（BV

erfGE 31,5（ ［（（

］）。

こ
こ
で
「
私
法
へ
の
基
本
権
の
照
射
効
」
が
問
題
と
な
る
場
面
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
五
八
年
の
リ
ュ
ー
ト
判
決）11
（

で
あ

る
。
こ
の
判
決
は
、
基
本
権
の
第
三
者
効
力
（
人
権
規
定
の
私
人
間
効
力
）
を
承
認
し
た
判
決
と
し
て
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
。
判
決
は
、

基
本
法
が
基
本
権
の
章
で
樹
立
し
た
「
客
観
的
価
値
秩
序
」
は
、「
憲
法
の
基
本
決
定
と
し
て
、
法
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
妥
当
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」（BV

erfGE （,1（（ ［205

］〔
以
下
、
判
例
集
の
頁
数
の
み
付
記
〕）、
と
し
て
憲
法
と
私
法
の
関
係
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
客
観
的
規
範
と
し
て
の
基
本
権
は
、
私
法
領
域
を
直
接
支
配
す
る
諸
規
定
を
媒
介
と
し
て
、
そ
の
権
利
と
し
て
の
内
実
を
発
揮

す
る
」（S.205

）。「
し
た
が
っ
て
、
一
般
条
項
が
、
基
本
権
が
私
法
に
『
侵
入
す
る
入
り
口
（Einbruchstellen

）』
で
あ
る
と
さ
れ

た
の
は
正
当
で
あ
る
」（S.206

）。
民
事
裁
判
官
も
基
本
権
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、民
事
法
規
へ
の
基
本
権
の
影
響
を
見
誤
っ

た
判
決
を
下
し
た
場
合
、
そ
の
判
決
は
客
観
的
憲
法
違
反
に
と
ど
ま
ら
ず
、
基
本
権
を
侵
害
す
る
。「
憲
法
裁
判
所
は
、
通
常
の
裁
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判
所
が
、
民
法
の
領
域
に
お
い
て
基
本
権
の
射
程
と
効
力
を
正
し
く
判
定
し
て
い
る
か
否
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…

し
か
し
、
民
事
裁
判
官
の
判
決
の
法
的
欠
陥
を
全
面
的
に
審
査
す
る
の
は
憲
法
裁
判
所
の
任
務
で
は
な
い
。
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本

権
の
民
法
へ
の
『
照
射
効
』
だ
け
を
判
定
し
、憲
法
原
則
の
価
値
内
容
の
効
果
を
そ
こ
で
発
揮
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

憲
法
異
議
と
い
う
制
度
の
意
味
は
、
立
法
権
、
執
行
権
お
よ
び
裁
判
権
の
す
べ
て
の
行
為
が
、
そ
の
『
基
本
権
適
合
性
』
を
審
査
さ

れ
る
べ
き
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
九
〇
条
）」（S.20（

）。

本
決
定
は
、
私
法
規
定
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
憲
法
の
基
本
権
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
点
で
、
基
本
権
の
第
三
者
効
力
の
場
合

（
リ
ュ
ー
ト
判
決
）
も
、
抵
触
規
定
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
外
国
法
の
適
用
の
場
合
（
本
決
定
）
も
、
異
な
る
も
の
で
は
な
い
、
前
者
が
可

能
な
ら
、
後
者
も
可
能
な
は
ず
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

4　

ド
イ
ツ
の
抵
触
規
定
（
民
法
典
施
行
法
一
三
条
）
の
合
憲
性

ド
イ
ツ
抵
触
規
定
の
合
憲
性
と
、抵
触
規
定
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
法
の
適
用
の
合
憲
性
が
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
決
定
は
、
抵
触
規
定
で
あ
る
民
法
典
施
行
法
一
三
条
は
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
決
定
は
、
ド
イ
ツ
国
内
に
お
け
る

婚
姻
を
、
①
ド
イ
ツ
人
同
士
の
婚
姻
、
②
外
国
人
同
士
の
婚
姻
、
③
ド
イ
ツ
人
と
外
国
人
の
婚
姻
に
三
分
し
、
ま
ず
、
①
と
②
で
国
籍
国

の
法
律
に
従
う
と
し
た
こ
と
は
憲
法
に
反
し
な
い
と
し
た
。
こ
の
事
件
で
問
題
と
な
る
の
は
③
で
あ
る
。
結
婚
し
よ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
人

か
ら
見
れ
ば
、
ド
イ
ツ
法
だ
け
で
な
く
外
国
法
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
基
本
権
の
過
剰
な
制
限
で
は
な
い
（「
過

剰
制
限
禁
止
（Ü

berm
aßverbot

）」
に
反
し
な
い
）
と
し
て
、
決
定
は
こ
う
述
べ
た
。
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「
民
法
典
施
行
法
一
三
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
〔
ド
イ
ツ
人
と
外
国
人
〕
の
婚
姻
締
結
は
、
一
体
的
な
事
柄
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
、
国
内
法
秩
序
か
外
国
法
秩
序
か
の
い
ず
れ
か
一
方
に
全
体
が
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
婚
約

者
の
婚
姻
能
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
婚
約
者
ご
と
に
考
察
さ
れ
、
そ
の
本
国
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
上
述
の
利
益
の
対
立
の
不
相
当
な
（unangem

essene

）
解
決
は
存
在
し
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
二
つ
の
法
秩
序
の
同
時
適
用
は
、
ド
イ
ツ
人
パ
ー
ト
ナ
ー
の
婚
姻
締
結
の
自
由
を
、
ド
イ
ツ
の
法
律
だ
け
が
適
用
さ

れ
た
場
合
よ
り
も
強
度
に
制
約
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
外
国
人
婚
約
者
の
本
国
法
は
、
よ
り
高
い
婚
姻
適
齢
を
定
め
、
あ
る
い
は

第
三
者
の
同
意
に
関
し
て
よ
り
強
度
の
要
件
を
課
す
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
、
外
国
人
パ
ー
ト
ナ
ー
の
婚
姻
能
力

を
そ
の
本
国
法
に
よ
っ
て
判
定
す
る
際
に
、
二
面
的
婚
姻
障
害
と
い
う
法
観
念
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
人
パ
ー
ト
ナ
ー
も
含
め
ら
れ
、

そ
の
際
、
そ
の
一
身
に
存
す
る
理
由
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
制
度
規
定
だ
け
が
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
妥
当
し
え
な
い
は
ず
の
婚
姻
障
害
が

引
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、そ
の
限
り
で
存
在
す
る
可
能
性
は
、一
つ
一
つ
が
き
わ
め
て
異
な
っ

て
い
る
の
で
、
外
国
法
の
適
用
に
対
す
る
立
法
者
の
一
般
的
決
定
を
疑
問
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
外
国
人
婚
約
者
の
一
身
に
存
す
る
人
的
な
婚
姻
障
害
の
反
射
か
ら
、
ド
イ
ツ
人
婚
約
者
の
婚
姻
締
結
の
自
由
に
障
害
が

付
け
加
わ
る
が
、
通
常
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
基
本
権
の
担
い
手
の
婚
姻
締
結
の
自
由
の
過
剰
な
（überm

äßig

）
制
限
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
」。
外
国
人
と
結
婚
し
よ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
人
が
、
そ
の
人
的
地
位
に
つ
い
て
外
国
の
法
秩
序
か
ら
生
じ
る
特
殊

性
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、「
こ
の
こ
と
は
原
則
と
し
て
婚
姻
の
本
質
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
」。
…
…

（BV
efGE 31,5（ ［（（ f.

］）
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5　

ス
ペ
イ
ン
法
の
適
用
の
違
憲
性

民
法
典
施
行
法
一
三
条
一
項
が
合
憲
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
規
定
に
よ
り
基
準
と
さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
法
の
適
用
は
、
基
本
法
六
条

一
項
に
違
反
す
る
。

ド
イ
ツ
人
女
性
は
、
ド
イ
ツ
法
が
適
用
さ
れ
て
い
れ
ば
有
し
て
い
た
は
ず
の
、
ス
ペ
イ
ン
人
男
性
と
結
婚
す
る
自
由
を
、
ス
ペ
イ

ン
法
の
適
用
に
よ
っ
て
剝
奪
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
、ス
ペ
イ
ン
人
男
性
の
婚
姻
締
結
の
自
由
も
侵
害
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
二
人
が
結
婚
で
き
る
か
否
か
の
決
定
は
、
二
人
に
対
し
て
統
一
的
に
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

民
法
典
施
行
法
一
三
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
人
女
性
の
婚
姻
能
力
は
ド
イ
ツ
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
で
、
前
婚
は
離
婚

に
よ
り
法
律
上
有
効
に
解
消
さ
れ
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
人
男
性
の
婚
姻
能
力
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
法
は
離
婚
を
認

め
な
い
の
で
、
女
性
の
婚
姻
能
力
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
こ
の
矛
盾
が
す
で
に
、
異
議
申
立
人
〔
ド
イ
ツ
人
女
性
〕
の
婚

姻
締
結
の
自
由
に
対
す
る
許
さ
れ
な
い
介
入
を
物
語
っ
て
い
る
」。
ド
イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
終
局
的
に
対
世
的
な
効
力
を
も
っ
て
解
消

さ
れ
た
婚
姻
を
、
ど
う
し
て
ス
ペ
イ
ン
法
の
適
用
に
当
た
っ
て
存
続
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
の
か
、
理
解
し
が
た
い
。
こ
の
前
婚

は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
法
に
よ
り
解
消
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
婚
姻
の
成
立
も
解
消
も
外
国
の
法
秩
序
と
何
の
関

連
性
も
有
し
な
い
が
ゆ
え
に
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
決
定
的
な
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
公
序
に
基
づ
い
て
、
ド
イ
ツ
人
女
性
は
重
婚
と
な
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ス

ペ
イ
ン
法
が
ド
イ
ツ
の
離
婚
法
も
離
婚
判
決
も
承
認
を
拒
絶
し
、
ド
イ
ツ
の
行
政
庁
や
裁
判
所
が
こ
の
拒
絶
を
ド
イ
ツ
法
に
受
け
入



一
六
三

国
際
結
婚
の
自
由
（
工
藤
）

れ
る
な
ら
ば
、「
そ
こ
に
は
婚
姻
締
結
の
自
由
へ
の
許
さ
れ
な
い
介
入
が
存
在
す
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
人
婚
約
者
は
、
ド
イ
ツ
法
に
よ

れ
ば
婚
姻
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
限
り
で
無
制
限
の
婚
姻
能
力
を
有
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
婚
姻
能
力
が
、
外
国
人
婚
約
者
と
の
関
係

に
お
い
て
も
、
基
本
法
六
条
一
項
や
ド
イ
ツ
の
婚
姻
規
範
と
一
致
し
な
い
外
国
の
婚
姻
観
に
基
づ
き
否
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
」。
こ
れ
と
異
な
る
見
解
は
、
跛
行
婚
を
回
避
す
る
た
め
の
努
力
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
な
い
（BV

erfGE 31,5（ ［（3

］）。
同

様
に
、
ド
イ
ツ
人
婚
約
者
や
子
ど
も
達
を
不
利
益
か
ら
保
護
す
る
と
の
考
慮
に
よ
っ
て
も
是
認
さ
れ
な
い
（S. （4

）。
以
上
に
よ
り
、

原
判
決
は
、
異
議
申
立
人
の
婚
姻
締
結
の
自
由
へ
の
過
剰
で
、
か
つ
比
例
原
則
に
反
す
る
介
入
（einen überm

äßigen und 

unverhältnism
äßigen Eingriff

）
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
…
…
ま
さ
に
こ
の
領
域
に
お
け
る
法
の
適
用
は
、
基
本

法
の
指
導
理
念
を
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
憲
法
の
価
値
秩
序
の
中
心
な
の
で
あ
っ
て
、
法
律
の
規
定
は

自
己
目
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
法
的
ジ
レ
ン
マ
か
ら
の
唯
一
可
能
な
逃
げ
道
を
外
国
人
婚
約
者
の
帰
化
に
み
る

こ
と
も
適
切
で
は
な
い
。
…
…
帰
化
の
推
奨
は
、
国
際
私
法
の
降
伏
に
等
し
い
。
関
係
人
に
本
国
へ
の
帰
属
を
放
棄
さ
せ
る
こ
と
な

く
、
相
応
な
人
的
生
活
形
成
を
可
能
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
ま
さ
に
国
際
私
法
の
機
能
だ
か
ら
で
あ
る
」（BV

erfGE 31,5（ ［（5

］）。

本
決
定
は
、
外
国
法
の
適
用
に
対
す
る
基
本
権
の
効
力
を
肯
定
し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
よ
る
基
本
権
の
制
限
（
介
入
）
は
、「
過
剰
制

限
禁
止
」
ま
た
は
「
比
例
原
則
」
に
違
反
し
て
お
り
、
憲
法
上
正
当
化
で
き
な
い
と
し
た
の
で
あ
っ
た）11
（

。
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六
四

6　

結
論
と
差
戻
審
に
お
け
る
解
決
方
法

本
決
定
は
結
論
と
し
て
こ
う
述
べ
た
。

「
原
裁
判
〔
決
定
〕
は
異
議
申
立
人
〔
両
名
〕
の
基
本
法
六
条
一
項
の
基
本
権
を
侵
害
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
裁
判
所
は
、

異
議
申
立
人
〔
ド
イ
ツ
人
女
性
〕
の
一
身
に
か
か
わ
り
、
内
国
と
の
関
連
を
有
す
る
事
実
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
基
本
法
六
条

一
項
に
合
致
す
る
ド
イ
ツ
法
の
婚
姻
観
念
を
ス
ペ
イ
ン
公
序
に
よ
っ
て
拒
絶
し
、
そ
こ
か
ら
一
つ
の
婚
姻
障
害
を
導
き
出
し
た
か
ら

で
あ
る
。
…
…
原
裁
判
を
破
棄
し
、
事
案
を
上
級
地
方
裁
判
所
に
差
し
戻
す
」（BV

erfGE 31,5（ ［（5 f.

］）。

差
戻
審
で
合
憲
の
判
決
を
下
す
に
は
、
本
決
定
の
諸
原
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
で
述
べ
た
原
則
に
従
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
法

の
適
用
が
基
本
権
侵
害
に
な
る
限
り
で
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、そ
れ
を
達
成
す
る
方
法
は
二
つ
あ
る
。一
つ
は
、「
抵
触
規
定
に
よ
っ

て
援
用
さ
れ
た
法
の
適
用
を
直
接
限
界
づ
け
る
障
壁
（Schranke

）
を
基
本
権
の
中
に
見
出
す
」
方
法
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
民
法
典

施
行
法
三
〇
条
を
援
用
す
る
」
方
法
で
あ
る
。
基
本
権
の
第
三
者
効
力
論
の
用
語
を
用
い
れ
ば
、
前
者
は
直
接
適
用
説
、
後
者
は
間
接
適

用
説
と
い
え
よ
う
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
第
二
の
方
法
を
推
奨
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
第
二
の
解
決
方
法
に
お
い
て
は
、
耐
え
ら
れ
る
基
本
権
侵
害
と
耐
え
ら
れ
な
い
基
本
権
侵
害
が
区
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
む

し
ろ
、
民
法
典
施
行
法
三
〇
条
を
経
由
し
た
基
本
権
の
実
現
は
、
こ
の
条
項
を
、
基
本
権
が
国
際
私
法
の
中
に
『
侵
入
す
る
入
口
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五

国
際
結
婚
の
自
由
（
工
藤
）

（Einbruchstelle

）』
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
〔
リ
ュ
ー
ト
判
決
を
引
用
〕。
そ
の
結
果
、
個
別
事
件
に
お
け
る
外

国
法
の
適
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
す
べ
て
の
基
本
権
侵
害
は
、
ド
イ
ツ
公
序
の
介
入
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
正
し
い

基
準
が
次
の
審
査
か
ら
明
ら
か
と
な
る
、
す
な
わ
ち
、
当
該
の
個
別
的
基
本
権
は
、
そ
の
文
言
、
内
容
お
よ
び
機
能
に
よ
れ
ば
、
他

の
諸
国
と
の
同
格
と
、
そ
れ
ら
の
国
々
の
法
秩
序
の
独
自
性
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
外
国
と
関
連
性
を
有
す
る
事
実
関
係
に
適
用
さ

れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
か
否
か
、〔
要
求
し
て
い
る
と
し
た
ら
〕
い
か
な
る
範
囲
で
要
求
し
て
い
る
の
か
を
審
査
す
る
こ
と

か
ら
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
」（BV

erfGE 31,5（ ［（6 f.

］）。

四 

民
法
典
施
行
法
の
改
正

本
決
定
後
、
ド
イ
ツ
の
国
際
私
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
（
一
九
八
六
年
施
行
）。
改
正
後
の
民
法
典
施
行
法
六
条
は
こ
う
定
め
る
。「
他

の
国
の
法
規
は
、
そ
の
適
用
が
ド
イ
ツ
法
上
の
本
質
的
諸
原
則
と
明
ら
か
に
相
入
れ
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
と
き
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

か
か
る
規
定
は
、
と
く
に
そ
の
適
用
が
基
本
権
と
相
入
れ
な
い
と
き
は
、
適
用
さ
れ
な
い
」）

11
（

。

こ
の
新
規
定
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
者
は
こ
う
評
価
し
て
い
る
。

シ
ュ
テ
ル
ン
は
、「
民
法
典
施
行
法
六
条
は
、旧
構
文
の
民
法
典
施
行
法
三
〇
条
よ
り
も
は
る
か
に
よ
く
構
成
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
展
開
さ
れ
て
き
た
判
例
法
上
の
諸
原
則
を
、
新
し
い
構
文
に
お
い
て
明
確
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
と

く
に
当
て
は
ま
る
の
は
、
公
序
の
構
成
部
分
と
し
て
の
基
本
権
を
明
文
で
強
調
し
た
第
二
文
に
つ
い
て
で
あ
る
」）

11
（

と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
バ
ド
ゥ
ー
ラ
も
、「
民
法
典
施
行
法
六
条
二
文
の
規
定
は
、
外
国
法
の
適
用
が
、
個
別
事
件
に
お
い
て
（「
結
果
と
し
て
」）
基
本
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権
に
違
反
す
る
法
的
帰
結
を
有
す
る
と
き
は
、
民
法
典
施
行
法
六
条
一
文
の
意
味
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
法
の
『
本
質
的
』
諸
原
則
と
『
明

ら
か
に
』
一
致
し
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
」）

11
（

、
と
す
る
。

二
人
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
民
法
典
施
行
法
六
条
二
文
は
一
文
に
既
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
明
文
化
し
た
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
公
序
を
通
し
て
基
本
権
の
効
力
が
外
国
法
の
適
用
に
対
し
て
及
ぶ
こ
と
は
第
二
文
が
な
く
て
も
当
然
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
立
法
者
の
意
思
で
も
あ
る
。
政
府
草
案
の
理
由
書
は
、
こ
う
説
明
し
て
い
る
。

「
こ
の
規
定
は
、
こ
れ
ま
で
民
法
典
施
行
法
第
三
〇
条
中
に
定
め
ら
れ
て
い
た
留
保
条
項
（
公
序
）
を
、
新
し
い
、
国
際
的
な
法

状
態
に
適
合
す
る
、
し
か
も
法
の
明
確
性
の
要
請
を
も
顧
慮
し
た
形
式
に
お
い
て
含
ん
で
い
る
。
実
質
的
な
内
容
の
変
更
が
求
め
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」）

11
（

。「
ド
イ
ツ
公
序
の
構
成
部
分
の
う
ち
、
重
要
な
、
そ
し
て
優
先
的
に
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
基
本

権
で
あ
る
」、「
個
別
具
体
的
事
例
に
お
い
て
見
ら
れ
る
他
国
法
の
規
定
の
適
用
に
よ
る
基
本
権
侵
害
は
か
く
し
て
ド
イ
ツ
公
序
と
相

い
れ
な
い
も
の
と
し
て
つ
ね
に
当
初
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
侵
害
は
、
第
一
文
の
意
味
で
は
つ
ね
に
、
ド
イ
ツ
法
上
の
本

質
的
諸
原
則
に
対
す
る
『
明
か
な
』
違
反
で
あ
ろ
う
」）

11
（

。

翻
っ
て
日
本
で
は
ど
う
か
。
国
際
私
法
の
代
表
的
テ
キ
ス
ト
の
一
つ
は
、「
国
際
私
法
に
よ
り
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
外
国
法
は
、

そ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
公
序
（
法
例
三
三
条
）
に
反
し
な
い
限
り
、
憲
法
を
含
む
い
か
な
る
内
国
法
の
制
限
も
う
け
な
い
と
す
る
の

が
通
常
の
考
え
方
で
あ
る
」
と
述
べ
た
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
本
決
定
と
民
法
典
施
行
法
の
改
正
に
言
及
し
、「
わ
が
国
に
お
い
て
も
、

同
様
な
解
釈
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
前
述
の
よ
う
な
伝
統
的
な
考
え
方
が
と
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る）11
（

。



一
六
七

国
際
結
婚
の
自
由
（
工
藤
）

こ
の
よ
う
に
、
国
際
私
法
で
本
決
定
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
本
決
定
の
考
え
方
は
取
ら
れ
て
お
ら
ず
（
む
し
ろ
意
識
的

に
退
け
ら
れ
て
い
る
）、
昔
か
ら
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
見
解
が
通
説
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ド
イ
ツ
と
は
異
な
る
特
別
な
憲
法

上
の
理
由
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か）1（
（

。
そ
れ
と
も
、
国
際
私
法
は
憲
法
と
は
無
関
係
に
存
続
し
う
る
（
憲
法
が
滅
ん
で
も
、
国
際
私
法
は

存
続
す
る
））

11
（

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い）11
（

。

（
1
）
手
塚
和
彰
『
外
国
人
と
法
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
一
五
三
頁
以
下
。

（
2
）
工
藤
達
朗
「
憲
法
に
お
け
る
婚
姻
と
家
族
」
赤
坂
正
浩
＝
井
上
典
之
＝
大
沢
秀
介
＝
工
藤
達
朗
『
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ッ
プ
憲
法
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
五
年
）
一
五
二
頁
以
下
。
た
だ
し
、
根
拠
規
定
を
一
三
条
に
求
め
る
か
二
四
条
に
求
め
る
か
の
対
立
は
あ
る
。
宍
戸
常
寿
「
家
族
」
渡
辺

康
行
＝
宍
戸
常
寿
＝
松
本
和
彦
＝
工
藤
達
朗
『
憲
法
Ⅰ
基
本
権
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
四
五
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
3
）
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
（Entscheidung

）
は
、口
頭
弁
論
に
基
づ
く
判
決
（U

rteil

）
と
口
頭
弁
論
に
基
づ
か
な
い
（
書
面
審
理
に
基
づ
く
）

決
定
（Beschluß

）
に
区
別
さ
れ
る
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
二
五
条
二
項
）。
中
野
雅
紀
「
裁
判
の
種
類
」
畑
尻
剛
＝
工
藤
達
朗
編
『
ド
イ
ツ
の

憲
法
裁
判
（
第
二
版
）』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
三
年
）
一
九
七
─
八
頁
参
照
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
二
五
条
二
項
の
翻
訳
は
、
同
書
五
七

九
頁
。

（
4
）
桑
田
三
郎
『
国
際
私
法
の
諸
相
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
八
七
年
）
八
五
頁
以
下
（
第
五
章
・
国
際
私
法
と
両
性
平
等
）、
丸
岡
松
雄
『
ス

ペ
イ
ン
人
事
件
（
国
際
私
法
著
作
集
第
三
巻
）』（
木
鐸
社
、
一
九
九
七
年
）。
同
書
二
一
頁
以
下
に
本
決
定
の
全
訳
が
あ
る
（
決
定
要
旨
と
主
文

は
除
く
）。
本
稿
で
も
随
時
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
た
だ
し
、
訳
文
は
同
一
で
は
な
い
。

（
5
）
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
憲
法
判
断
が
家
族
法
に
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
Ｗ
・
ミ
ュ
ラ
ー
・
フ
ラ
イ
エ
ン
フ
ェ
ル
ス
（
田
村
五
郎
訳
）「
二

〇
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
家
族
法
の
変
遷
」
同
ほ
か
『
ド
イ
ツ
現
代
家
族
法
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
三
年
）
九
頁
以
下
。
ス
ペ
イ
ン
人

事
件
に
つ
い
て
は
、
同
書
一
八
─
九
頁
。

（
6
）
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
（
第
二
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）、『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
（
第
二
版
）』（
信
山

社
、
二
〇
〇
六
年
）、『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅲ
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）、『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅳ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）。
以
下
、
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八

Ⅰ
〜
Ⅳ
と
引
用
。

（
（
）
も
う
一
つ
「
ス
ペ
イ
ン
人
事
件
（Spanier-Fall

）」
と
呼
ば
れ
る
事
件
が
あ
る
。
一
九
七
四
年
五
月
二
一
日
決
定
で
あ
る
（BV

erfGE 3（, 
21（

）。
こ
ち
ら
は
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
古
野
豊
秋
「
国
籍
の
異
な
る
両
親
と
子
供
の
国
籍
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
・
注（
6
）
Ⅰ
16

事
件
（
一
一
〇
頁
）。
後
に
、
古
野
豊
秋
『
憲
法
に
お
け
る
家
族
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
四
三
頁
以
下
に
補
論
を
付
し
て
収
録
さ
れ
て
い

る
。

（
（
）
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
（
佐
藤
文
彦
訳
・
山
内
惟
介
監
修
）『
国
際
家
族
法
』（
日
本
加
除
出
版
株
式
会
社
、
一
九
九
二
年
）
一
六
頁
参
照
。

（
（
）
憲
法
異
議
に
つ
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
九
〇
条
参
照
。
畑
尻
＝
工
藤
・
注（
3
）
五
九
三
頁
。
川
又
伸
彦
「
判
決
に
対
す
る
憲
法
異
議
」

同
書
三
四
二
頁
。

（
10
）
簡
単
に
は
、
工
藤
達
朗
「
幸
福
追
求
権
の
保
護
領
域
」
同
『
憲
法
学
研
究
』（
尚
学
社
、
二
〇
〇
九
年
）
五
四
頁
。
今
日
で
は
日
本
の
憲
法
テ

キ
ス
ト
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
松
本
和
彦
「
三
段
階
審
査
の
手
法
」
渡
辺
ほ
か
・
注（
2
）
五
八
頁
。

（
11
）BV

erfGE 6,55.　

小
林
博
志
「
夫
婦
合
算
課
税
と
婚
姻
・
家
族
の
保
護
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
・
注（
6
）
Ⅰ
33
事
件
（
二
〇
九
頁
）。

（
12
）BV

erfGE 105,313.　

三
宅
雄
彦
「
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
の
合
憲
性
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
・
注（
6
）
Ⅲ
32
事
件
（
一
八
九
頁
）。

あ
わ
せ
て
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
デ
ル
ナ
ー
（
野
澤
紀
雅
＝
宮
本
と
も
み
訳
）「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
法
」
同
（
野
澤
紀
雅
＝

山
内
惟
介
編
訳
）『
ド
イ
ツ
民
法
・
国
際
私
法
論
集
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
三
年
）
一
九
頁
参
照
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
そ
の
後
の
判
例

の
展
開
に
つ
い
て
、
鈴
木
秀
美
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
─
─
制
度
と
そ
の
運
用
」
法
曹
時
報
七
一
巻
七
号
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
13
）
こ
の
点
は
前
に
説
明
し
た
こ
と
が
あ
る
。
工
藤
・
注（
2
）
一
五
〇
頁
。

（
14
）
例
え
ば
、
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
（
二
〇
条
）、
学
問
の
自
由
と
大
学
の
自
治
（
二
三
条
）、
財
産
権
と
私
有
財
産
制
度
（
二
九
条
）
な
ど
。

（
15
）
原
則
規
範
の
概
念
を
日
本
の
憲
法
学
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
の
が
、橋
本
公
亘
で
あ
る
。
同
『
憲
法
原
論
（
新
版
）』（
有
斐
閣
、一
九
七
三
年
）

は
、
基
本
権
規
定
の
内
容
と
し
て
、
公
権
と
客
観
的
法
規
範
を
区
別
し
、
後
者
の
例
と
し
て
制
度
的
保
障
と
原
則
規
範
を
あ
げ
る
。「
原
則
規
範

と
は
、
憲
法
よ
り
下
位
の
法
の
う
ち
一
定
の
分
野
に
つ
い
て
最
高
の
規
範
で
あ
る
も
の
、
ま
た
は
憲
法
を
含
む
一
切
の
法
秩
序
の
最
高
の
規
範
で

あ
る
も
の
を
い
う
」（
一
六
二
頁
）。
そ
し
て
、
憲
法
二
四
条
は
「
婚
姻
お
よ
び
家
族
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
原
則
規
範
を
定
め
た
も
の
」
で
あ

る
（
一
九
二
頁
）。
同
『
日
本
国
憲
法
（
改
訂
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
一
二
四
頁
、
二
一
三
頁
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
た
だ
し
、

原
則
規
範
の
概
念
は
当
時
の
日
本
の
学
説
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。



一
六
九

国
際
結
婚
の
自
由
（
工
藤
）

（
16
）
内
容
的
保
護
領
域
と
人
的
保
護
領
域
に
つ
い
て
、
工
藤
・
注（
10
）
五
六
頁
。

（
1（
）BV

erfGE 6,32.　

田
口
精
一
「
国
内
旅
行
の
自
由
と
憲
法
に
よ
る
保
障
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
・
注（
6
）
Ⅰ
4
事
件
（
四
二
頁
）。
あ

わ
せ
て
、
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
レ
プ
シ
ウ
ス
「
基
準
定
立
権
力
」
マ
テ
ィ
ア
ス
・
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
ほ
か
（
鈴
木
秀
美
＝
高
田
篤
＝
棟
居
快
行
＝
松
本

和
彦
監
訳
）『
越
境
す
る
司
法
』（
風
行
社
、
二
〇
一
四
年
）
一
五
二
頁
参
照
。

（
1（
）
工
藤
・
注（
10
）
五
九
頁
。
長
尾
一
紘
『
日
本
国
憲
法
（
第
三
版
）』（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
七
年
）
一
二
四
頁
は
、
日
本
で
は
例
外
的
に
、

一
三
条
の
公
共
の
福
祉
を
各
則
的
性
格
で
あ
り
、
一
三
条
の
幸
福
追
求
権
の
制
約
原
理
に
と
ど
ま
る
と
す
る
。

（
1（
）
工
藤
達
朗
「『
法
律
の
留
保
』
の
付
い
た
基
本
権
」
法
学
新
報
一
一
九
巻
七
・
八
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
〇
五
頁
。

（
20
）Bodo Pieroth/ Bernhard Schlink, Grundrechte

─StaatsrechtⅡ
, 24.A

ufl,200（,S.163,Rn.64（.　

同
書
の
第
三
一
版
の
翻
訳
と

し
て
、
ボ
ー
ド
・
ピ
エ
ロ
ー
ト
＝
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
リ
ン
ク
＝
ト
ル
ス
テ
ン
・
キ
ン
グ
レ
ー
ン
＝
ラ
ル
フ
・
ポ
ッ
シ
ャ
ー
（
永
田
秀
樹
＝
倉

田
原
志
＝
丸
山
敦
裕
訳
）『
現
代
ド
イ
ツ
基
本
権
（
第
二
版
）』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
九
年
）
二
四
九
頁
。

（
21
）H

ans D
.Jarass/ Bodo Pieroth,Grundgesetz K

om
m

entar,12.A
ufl.,2012,S.56 ff.　

ハ
ン
ス
・
Ｄ
・
ヤ
ラ
ス
（
武
市
周
作
訳
）「
基

本
法
一
条
の
序
論
」
同
（
松
原
光
宏
編
）『
現
代
ド
イ
ツ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
基
本
権
論
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
一
年
）
九
六
頁
以
下
。

（
22
）Jarass/ Pieroth （N 21

）,S.54.

（
23
）BV

erfGE （,1（（.　

木
村
俊
夫
「
言
論
の
自
由
と
基
本
権
の
第
三
者
効
力
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
・
注（
6
）
Ⅰ
24
事
件
（
一
五
七
頁
）。

レ
プ
シ
ウ
ス
・
注（
1（
）
一
五
四
─
一
六
六
頁
の
分
析
が
興
味
深
い
。

（
24
）
こ
こ
で
「
過
剰
制
限
禁
止
」
と
「
比
例
原
則
」
は
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本
で
は
一
般
に
「
比
例
原
則
」
の
語
が
用
い

ら
れ
る
。
比
例
原
則
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
柴
田
憲
司
「
憲
法
上
の
比
例
原
則
に
つ
い
て
（
一
）（
二
・
完
）」
法
学
新
報
一
一
六
巻
九
・
十
号
一

八
三
頁
、
一
一
・
一
二
号
一
八
五
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
同
「
比
例
原
則
と
目
的
審
査
」
法
学
新
報
一
二
〇
巻
一
・
二
号
二
〇
一
頁
。
な
お
、
レ

プ
シ
ウ
ス
・
注（
1（
）
二
二
二
頁
は
、「
こ
の
比
例
原
則
と
い
う
発
見
は
、
憲
法
学
に
と
っ
て
は
、
憲
法
の
優
位
や
法
秩
序
の
段
階
構
造
に
匹
敵
す

る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
、
比
例
原
則
は
、
ド
イ
ツ
法
学
の
世
界
的
大
ヒ
ッ
ト
作
に
属
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
25
）
桑
田
三
郎
＝
山
内
惟
介
編
著
『
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
立
法
資
料
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
〇
年
）
四
一
一
頁
に
よ
る
。

（
26
）K

laus Stern,D
as Staatsrecht der Bundesrepblik D

eutschland,Bd.Ⅲ
/1,1（（（,S.1241.

（
2（
）Peter Badura,D

er räum
liche Geltungsbereich der Grundrechte,in: M

erten/Papier 

（H
rsg.

）,H
andbuch der Grundrechte, 



一
七
〇

Bd.2,2006,S.10（3 f.
（
2（
）
桑
田
＝
山
内
・
注（
25
）
二
三
九
頁
。

（
2（
）
桑
田
＝
山
内
・
注（
25
）
二
四
三
─
四
頁
。

（
30
）
溜
池
良
夫
『
国
際
私
法
講
義
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
二
四
四
─
五
頁
。

（
31
）
私
は
こ
の
問
題
の
存
在
を
、
山
内
惟
介
「
国
家
法
体
系
に
お
け
る
外
国
法
の
位
置
付
け

─
憲
法
と
国
際
私
法
と
の
接
点
を
求
め
て

─
」
比

較
法
雑
誌
五
二
巻
四
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
頁
以
下
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
教
え
ら
れ
た
。
ス
ペ
イ
ン
人
事
件
へ
の
言
及
は
、
三
五
頁
。

（
32
）
い
う
ま
で
も
な
く
「
憲
法
は
滅
ん
で
も
、行
政
法
は
存
続
す
る
」
と
い
う
オ
ッ
ト
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
言
葉
を
も
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
ク
・

エ
ー
ラ
ー
ス
（
工
藤
達
朗
訳
）「
憲
法
と
行
政
法
」
同
（
松
原
光
宏
編
訳
）『
教
会
・
基
本
権
・
公
経
済
法
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
七
年
）

一
二
三
頁
参
照
。

（
33
）
工
藤
達
朗
「
外
国
法
の
違
憲
審
査
」
本
誌
・
法
学
新
報
一
二
七
巻
七
・
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
掲
載
予
定
。

（
本
学
法
科
大
学
院
教
授
）


